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効率的・効果的な維持管理の実現が急務

平成１７年～１８年度に学識者等の検討会

平成１９年６月より全国でマニュアル（案）の試行

（点検の合理化は平成１８年８月より試行）

・課題の抽出、マニュアル（案）の修正など
平成２０年４月より本運用開始
【マニュアル（案）のポイント】
○従来、一部に画一的な水準で維持管理
→設備の目的や機能によりメリハリをもたせる維持管理へ
の転換

○点検では
・故障時の設備機能への影響を考慮した点検項目の合理化
・施設の目的や稼働状態による点検周期の合理化方策提案

○整備・更新では
・機器の健全度、設備区分、社会への影響度、設置条件等
を加味した保全方策への転換

・故障時の設備機能への影響を考慮した保全方法、故障予
知・傾向管理の可否による保全方法への転換

・実態データに基づく取替・更新目標年数の提案 など

◆河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）
◆河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案） の概要

河川管理施設の老朽化が今後急激に増加

河川用ゲート設備 河川ポンプ設備

点検・整備・更新検討マニュアル（案）に基づく整備事例（ポンプ設備試行事例）
ポンプ設備全体の劣化度診断を実施し、過去の故障履歴・点検結果等を使用して

ポンプ設備全体の健全度を評価し修繕を実施した。その際、主ポンプの構成部分に
おいて羽根車、吐出ベント管などの再利用可能な部分の効率的な活用により、長寿
命化・コスト縮減を図ったもの。

従来は更新 補修後

補修前
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河川用ゲート・ポンプ施設の年次別設置数の推移（国土交通省直轄）

設置後40年を経過する施設

・2008年度 約２５％

・今後１０年間で約５０％に増加

概要（１／７）

【検討の背景】



「河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）」の維持管理方策の考え方 
 

概要（２／７）



「河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）」の整備実施優先度の評価（イメージ） 
 

概要（３／７）



「河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）」の整備実施優先度の評価手順（例） 
 

 

概要（４／７）



 

効率的な維持管理の手順 

「河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）」の維持管理方策の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器毎の「健全度」に、「管理レベル」、「機能

の適合性」を勘案し、経済性も考慮の上、整

備・更新計画を決定する 

機器毎の整備・更新方針の検討 

河川ポンプ設備の 

効率的な維持管理の実施 

点検結果による 

健全度評価（○・△・×） 

 

設備点検の実施 

 

河川ポンプ設備の 

物理的耐用限界の評価 

修繕・取替の標準年数 

河川ポンプ設備の社会的耐用限界評価 

河川ポンプ設備毎に、目
的による設備区分、社会
への影響度を評価 

効果的・効率的な点検手
法により実施される年点
検・管理運転点検 

点検作業の結果、機器の
良否、不具合の状況 等
現時点における「機器等
の状況」を表す 

点検結果による健全度、
機 器 等 の 特 性 、 設 置 条
件、診断結果等により整
備・更新方針、内容を整理

設置環境等による劣化の進
行度合いを評価 

物
理
的
耐
用
限
界
（構
成
機
器
毎
の
健
全
度
）評
価 

機能的・社会的耐用限界評価 設備毎の管理レベル評価 

河川ポンプ設備の 

構成要素の整理 

 
設備機能への影響度評価 

（致命的・非致命的機器の抽出）

 
故障予知（傾向管理）の可否

（時間計画保全／状態監視保全） 

河川ポンプ設備 

構成機器の特性評価 

河川ポンプ設備の機能的耐用限界評価 
社会への 

影響度評価 
 

(Ａ，Ｂ，Ｃ) 

河川の流域や沿川の環境が建設当初と著しく変化
し、施設の目的や設備の能力・機能の見直しが必要と
認められる場合 等 

予備品・交換部品が製造中止になり補給・整備が困難
となっている場合 
技術基準が改訂になり、現設備との整合がとれなくなっ
ている場合 
設備機器の陳腐化が見られ、現状設備・機器の改善の
必要性が認められる場合 等 

河川ポンプ設備の 

管理レベル評価 
 

設備に”重み”を設定する 

 

設備区分 
 

(Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ) 

設置条件評価 

(レベルａ，ｂ，ｃ)

信頼性による修繕・取替の標準年
数、平均の修繕・取替の標準年数

機能の適合性評価

設備区分毎に社会への影
響度により、対象となる設
備の管理レベルを整理 

技術的な陳腐化や計画機
能との不整合および現在
求められている機能等を
勘案する 

機器毎の「健全度」に、「管理レベル」別の評価を
加え、整備・更新方策実施の優先度を決定し、整
備・更新計画(内容、実施時期等)を立案する。ケー
スによっては「機能の適合性」が最も重要な場合も
ある 

概要（５／７）



 

「河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）」の整備実施優先度の評価（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
健全度：管理運転点検や年点検、運転時点検、臨時点検等により機器・部品の現状の状態を評価 

健全度 評価・判定方法 

× 
現在、機器等の機能に支障が生じており、緊急に対応（取替、更新、整備）が

必要である。 

△ 

現在、機器等の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年の

うちに支障が生じる恐れがある（調整、給油、塗装、場合によっては取替、更

新、整備が必要である。）。 

○ 正常であり現在支障は生じていない。もしくは清掃にて対応できるもの。 

 

設置条件：設置される環境条件や経過年数によって劣化の進行状況が異なることから設定した

健全度「△」の“重み” 

設置条件 評 価 内 容 

レベルａ  高(悪い) 設置環境が比較的悪くかつ経過年数が超過しているもの 

レベルｂ   中 設置環境が比較的悪いもしくは経過年数が超過しているもの

レベルｃ  低（良い） 設置環境が比較的良くかつ経過年数が超過していないもの 

注)特に設置条件に対応した対策(耐食性材料の採用、電気防食等)を講じているものについて

は、別途評価する。 

社会への影響度評価(施設・設備を評価) 健全度評価(機器・部品を評価)＋設置条件評価 

大都市 

都市部 

郊 外 

レベルＣ 

レベルＢ 

レベルＡ 

設備区分による優先度整理

整備の優先度の総合評価 

設備区分レベルⅠ (高) 

設備が故障し機能を失った場合、公衆の人命・財産ならびに社

会経済活動に重大な影響を及ぼす恐れのある施設 

例： 治水設備および治水要素のある利水設備 

設備区分レベルⅡ (中) 

設備が故障し機能を失った場合、公衆の財産ならびに社会活動

に重大な影響を及ぼす恐れのある施設 

例： 利水設備 

設備区分レベルⅢ (低) 

設備が故障し機能を失った場合、社会経済活動には影響を及ぼ

す恐れの少ない施設 

例： 水質保全設備 

設備区分レベルⅠと同様に、 

レベルⅡのグループ内で評価する 水系毎の地域別評価 

○ 継続使用 △  × 即時補修 

【事後保全とするため評価対象外】 

最優先 
レベルⅠに 

ついで優先 

設備区分：ポンプ設備の機能・目的を評価の指標として考えたもので、設備・機器がなん

らかの故障によりその機能・目的を失った場合を想定し、その影響が及ぶ範疇

による区分である。 

社会への影響度：設置されているポンプ設備が何らかの故障によりその機能・目的を達成できない状

況を想定し、それに起因する国民生活や資産等の被害規模の大きさによる区分で

ある。 

社会への影響度 評 価 内 容 

レベルＡ 高 国土保全上又は国民経済上、特に重要な施設 

レベルＢ 中 国土保全上又は国民経済上、公共の利害に重要な関係のある施設

レベルＣ 低 その他の施設 
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「河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）」の整備実施優先度の評価手順（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象河川 

堤内地の人口分布の検討 

堤内地の土地利用の検討 

堤内地の湛水区域の検討 

 

人口分布、土地利用、浸水区域等を 

総合的に勘案し、対象河川流域の 

社会への影響度を評価する 

社会への影響度 

レベルＣ 

社会への影響度 

レベルＢ 

社会への影響度 

レベルＡ 

設備区分レベルⅠ 
(治水および治水要素のある利水設備)

設備区分レベルⅡ 

(利水設備) 
設備区分レベルⅢ 

(水質保全設備) 

点検の実施 

(管理運転点検・年点検) 

健全度評価(機器単位)

予防保全 

設置条件 

レベルｃ 

設置条件 

レベルｂ 

設置条件 

レベルａ 

継続使用 継続使用 
(事後保全) 

整備の優先順位 

対象ポンプ施設・設備 

整備の優先度 即時修繕 

ポンプ設備の設置位置により社会への影響度を評価する 

点検の結果 

[ ○ ]  [ × ] 

No

Yes

総合評価マトリクス 

【別途検討】 

※ 設備区分レベルⅠと同様

に、レベルⅡのグループ

内で評価する 

【事後保全対応】 

評価対象外 

設備区分レベルⅡ 

社
会
へ
の
影
響
度 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

総合評価マトリクス

により、社会への影響

度と設置条件を加味

した健全度を併せて

評価し、整備の優先度

を決定する 

設置条件を加味した健全度 

設備区分レベルⅠ 

ａ ｂ ｃ 

致命的機器か？ 

[ △ ] 

設置条件を加味して優先度を決定する 

概要（７／７）


